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 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例                      （傍線の部分は、改正部分） 

第四条関係 

改正案 現 行 

別表（第二条関係） 別表（第二条関係） 

 項 事務 市町村   項 事務 市町村  

 
1
～
26 

（略） （略）   
1
～
26 

（略） （略）  

 

 

一 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百

四号。以下この項において「法」とい

う。）、容器保安規則（昭和四十一年通商産

業省令第五十号）、冷凍保安規則（昭和四十

一年通商産業省令第五十一号）、液化石油ガ

ス保安規則（昭和四十一年通商産業省令第五

十二号）、一般高圧ガス保安規則（昭和四十

一年通商産業省令第五十三号）及びコンビナ

ート等保安規則（昭和六十一年通商産業省令

第八十八号）に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの 

戸田市   

 

一 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百

四号。以下この項において「法」とい

う。）、容器保安規則（昭和四十一年通商産

業省令第五十号）、冷凍保安規則（昭和四十

一年通商産業省令第五十一号）、液化石油ガ

ス保安規則（昭和四十一年通商産業省令第五

十二号）、一般高圧ガス保安規則（昭和四十

一年通商産業省令第五十三号）及びコンビナ

ート等保安規則（昭和六十一年通商産業省令

第八十八号）に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの 

戸田市  

  １（略）     １（略）   

 

 

 

 

 

 

 

27 

２ 法第五条第二項、第十条第二項、第十条

の二第二項（法第二十四条の二第二項にお

いて準用する場合を含む。）、第十四条第

二項及び第四項、第十七条第二項、第十七

条の二第一項、第十九条第二項及び第四

項、第二十条第一項ただし書及び第三項た

だし書、第二十一条第一項から第四項ま

で、第二十二条第一項第一号、第二十四条

の二第一項、第二十四条の四、第二十六条

   

 

 

 

 

 

 

27 

２ 法第五条第二項、第十条第二項、第十条

の二第二項（法第二十四条の二第二項にお

いて準用する場合を含む。）、第十四条第

二項及び第四項、第十七条第二項、第十七

条の二第一項、第十九条第二項及び第四

項、第二十条第一項ただし書及び第三項第

一号、第二十一条第一項から第四項まで、

第二十二条第一項第一号、第二十四条の二

第一項、第二十四条の四、第二十六条第一
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改正案 現 行 

第一項、第二十七条の二第五項（法第二十

七条の四第二項及び第三十三条第三項にお

いて準用する場合を含む。）及び第六項

（法第二十七条の三第三項において準用す

る場合を含む。）、第三十五条第一項ただ

し書、第三十九条の十第一項後段、第五十

二条第二項並びに第五十六条の二の規定に

よる届出の受理 

項、第二十七条の二第五項（法第二十七条

の四第二項及び第三十三条第三項において

準用する場合を含む。）及び第六項（法第

二十七条の三第三項において準用する場合

を含む。）、第三十五条第一項第一号、第

三十九条の十一、第三十九条の二十一第一

項後段、第五十二条第二項並びに第五十六

条の二の規定による届出の受理 

  ３～18 （略）     ３～18 （略）   

 
 

19 法第三十九条の十二後段の規定による危

害予防規程の提出の要求 

   
 

19 法第三十九条の二十三後段の規定による

危害予防規程の提出の要求 

  

  20～53 （略）     20～53 （略）   

  二 （略） （略）    二 （略） （略）  

 
28
～
117 

（略） （略）   
28
～
117 

（略） （略）  

  

 


